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医療情報取得加算（病院） 

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関（医療情報取

得加算の算定医療機関）です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定いたします。 

訪問看護 DX 情報活用加算（訪問看護） 

医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い在宅や訪問看護等を実施するための十分な情報を取得及び活用することにより、質の高い医療の提供に努め

ている訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ（訪問看護 DX 情報活用加算の算定訪問看護施設）です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定いたします。 

明細書発行体制等加算 

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。 

後発医薬品使用体制加算（病院） 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が

難しい状況が続いています。 当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備して

おります。なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありま

したら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

通院・在宅精神療法 

(1) 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。 

(2) 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。 

(3) 介護保険に係る相談を行っていること。 

(4) 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員からの相談に適切に対応す ること。 

(5) 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っていること。 

(6) 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っていること。 



(7) 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。 

(8) 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。 

(9) 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。 

 

後発医薬品がある先発医薬品（長期収載品）の選定療養費について 

後発医薬品がある先発医薬品（以下、「長期収載品」という。）の選定療養費とは、令和６年度診療報酬改定により令和６年１０月１日から導入される制

度です。患者様のご希望により、長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医療品の薬価の差額の４分の１相当を選定療養費として患者様にご負担

いただきます。 

〇対象となる医薬品 

・外来患者様の院内処方・院外処方 

・後発医薬品が市販されて５年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置き換え率が５０％以上を超える長期収載品 

〇対象外になる医薬品 

・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合 

・流通の問題などにより後発医薬品の提供が困難な場合 

・バイオ医薬品 

〇自己負担額について 

・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の４分の１（別途、消費税が加算されます。） 

 

※ご不明な点がございましたら、医事課までお問い合わせください。 

※詳しくは厚生労働省【後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について】をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html          
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